
男鹿市告示第１０号 

 

 男鹿市緊急冬季観光誘客促進事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のとおり定める。 
 
  
  令和８年２月１２日 
 
 
                                              男鹿市長 菅 原 広 二 

 
 

男鹿市緊急冬季観光誘客促進事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 
 男鹿市緊急冬季観光誘客促進事業補助金交付要綱（令和７年男鹿市告示第１４９号）の一部を次のように改正する。 

   改正後 改正前 

別表第１（第２条・第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 改正箇所は、下線で示した部分である。 

別表第１（第２条・第３条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
附 則 

この告示は、令和８年２月１２日から施行する。 

 


